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埼玉県スポーツ推進委員協議会規約 

 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は埼玉県スポーツ推進委員協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務局を埼玉県上尾市

東町 3-1679 スポーツ総合センター3F に置く。 

（目 的） 

第２条 協議会はスポーツ推進委員（以下「委員」という。）組織の連絡調整と委員の資質・指導力の向上

を図り、もってスポーツ基本法第３２条に規定する委員の職務を遂行し、生涯スポーツの進展に

寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 協議会は第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 支部の連絡調整に関すること。 

(2) 各種研修に関すること。 

(3) 関係機関団体への建議及び協議に関すること。 

(4) 委員に関係する各種事業への参加に関すること。 

(5) 功労者の推薦及び表彰に関すること。 

(6) 調査研究に関すること。 

(7) 協議会の広報に関すること。 

(8) その他目的達成に必要な事業に関すること。 

（組 織） 

第４条 協議会は委員の市町村組織団体をもって組織し、５支部・事務局にて構成する。 

(1) 支部は、さいたま市支部、東部支部、西部支部、南部支部、北部支部とする。 

(2) 支部には支部長を置く。必要に応じて副支部長を置くことができる。 

支部長が事故ある時は、副支部長が代行する。 

(3) 会長選出の支部は、新たに支部長を選出することができる。 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。役員は特に定めるものを除き委員であることを要する。 

(1) 会長１名、副会長若干名、理事若干名、評議員若干名、監事２名、会計２名 

幹事若干名 

(2) 協議会は必要に応じて顧問を置くことができる。 

（役員の職務） 

第６条 役員の職務は次のように定める。 

(1) 会長は協議会を代表し、会務を統理する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

(3) 理事は会務の企画運営にあたる。 

(4) 評議員は評議員会を構成し、重要事項を審議決定する。 

(5) 監事は協議会の会計を監査する。 

(6) 会計は協議会の会計を処理する。 

(7) 幹事は協議会の庶務補助を行う。 
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（役員の選出方法） 

第７条 役員の選出方法は次のように定める。 

(1) 会長・副会長は支部長の互選とする。 

(2) 理事は各支部評議員数の３分の１（小数第１位を切り捨て）に相当する人数を選出する。 

(3) 会長委嘱（学識経験者）の理事を若干名置くことができる。 

(4) 各委員会の委員長は理事とする。 

(5) 評議員は市町村組織団体の代表者とする。ただし、委員数が１００名以上の市町村にあっ

ては１名を加えることができる（政令市は区数の２分の１とする）。 

(6) 監事は評議員から選出する。 

(7) 会計、幹事は会長が委嘱する。 

（任 期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 委員としての資格を失効したときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局及び事務職員） 

第９条 協議会の事務を処理するために、事務職員を置くことができる 

2 事務職員は会長の委嘱を受けて、協議会の庶務及び会計を補佐する。 

  3 事務職員に事務局長をおく。 

4 事務職員に関する必要な事項は、理事会の議決に基づき会長が別に定める。 

（会 議） 

第１０条 協議会に次の会議を置く。 

(1) 評議員会 

(2) 理事会 

(3) 執行部会 

(4) 正副会長会 

(5) 専門委員会 

（評議員会） 

第１１条 評議員会は、評議員及び理事で構成する。 

  ２ 評議員会は、年１回会長が招集し、会長が議長となる。 

 ただし、会長が必要と思われたとき、又は評議員の３分の２以上の要求があるときはこれを 

招集しなければならない。 

  ３ 評議員会は、次の事項を審議決定する。 

(1) 事業報告の承認並びに事業計画 

(2) 決算報告書の承認並びに予算案 

(3) 役員の承認 

(4) 規約の改廃 

（理事会） 

第１２条 理事会は、理事及び会長、副会長、会計、各委員長、事務局長で構成する。 

  ２ 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となり次の事項を審議する。 
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(1) 評議員会に提出する議案 

(2) 執行部会で付託された事項 

(3) 役員の選出 

(4) その他重要事項 

（執行部会） 

第１３条 執行部会は、会長、副会長、会計、各委員長、事務局長で構成する。 

  ２ 執行部会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となり次の事項を審議する。 

(1) 理事会に提出する議案 

(2) 評議員会で付託された事項 

(3) 県、関東、全国等の表彰に関する事項 

(4) その他重要事項 

（委員会） 

第１４条 協議会に次の委員会を置く。 

(1) 総務委員会 

(2) 事業・研修委員会 

(3) 広報委員会 

２ 委員会は、支部から選出された委員（各支部男・女１名ずつ）をもって構成する。 

（表 決） 

第１５条 会議は２分の 1の出席者をもって成立し、その過半数により議決する。 

（経 費） 

第１６条 協議会の経費は、負担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

  ２ 負担金は、市町村人口割（１０種別）と各市町村のスポーツ推進委員数を算出基準とする。 

    算出基準日は当年度の４月１日とする。 

（会計年度） 

第１７条 協議会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日とする。 

 

附則 

昭和３８年２月 ６日より施行 

昭和４５年９月１８日一部改正 

昭和４７年５月２０日一部改正 

平成 ３年５月１８日一部改正 

平成 ５年５月１５日一部改正 

平成１２年５月２０日一部改正 

平成１３年５月１９日一部改正 

平成１５年６月２１日一部改正 

平成１７年７月３０日一部改正（平成１８年４月１日より施行） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成２７年５月２３日一部改正 

平成３０年４月 １日一部改正 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

表 彰 規 定 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、本県の生涯スポーツの振興・発展に貢献した者の表彰に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（基 準） 

第２条 表彰は次の各号に該当し、これまで本会から表彰を受けていない者に対して行う。 

（1） スポーツ推進委員として、生涯スポーツの振興・発展に功績のあった者。 

（2） 前号のほか本協議会の運営に功績のあった者。 

（3） スポーツ推進委員として活動年数が、前年度までに１０年以上を対象とする。 

（4） 県主催事業等に参加されている者とする。 

（5） 被表彰候補者が退任及び死亡した場合もこれを認める。 

（推 薦） 

第３条 被表彰候補者の推薦は、各市町村長・教育長が前条に該当する者があるとき、候補者の推薦書

を作成のうえ会長あて推薦するものとする。 

（決 定） 

第４条 前条により推薦された者については、選考委員会において選考し、理事会で承認を得て決定する。 

（選考委員） 

第５条 選考委員会の委員は、支部長とする。結果については会長に諮問する。 

（表 彰） 

第６条 表彰は、会長が評議員会において表彰状を授与する。ただし、記念品を加授することができる。 

（規程の変更） 

第７条 この規程の変更は、理事会の同意を得なければならない。 

２ この規程の運用に必要な細則は、理事会の承認を得る。 

 

附則 

昭和４７年５月２０日より施行 

昭和６３年７月２３日表彰規程細則一部改正 

平成 ７年４月２２日表彰規程細則一部改訂 

平成 ８年５月１８日一部変更 

平成１５年３月２９日一部変更 

平成１５年３月２９日表彰規程細則一部改正 

平成１９年２月１７日表彰規程一部改正 

平成２１年５月３０日表彰規程一部改正（第３条） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

勤続２０年表彰規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、本県の生涯スポーツの振興・発展に貢献した個人の標章に関して必要な事項を 

定めるものである。 

（基 準） 

第２条 表彰は、当該年度に勤続年数が２０年（２０年以上も対象とする）に達する個人を対象とする。 

（推 薦） 

第３条 被表彰候補者の推薦は、各市町村長・教育長が次の事項を記載して会長に推薦するものとする。 

（1） 氏 名 

（2） 所属市町村名 

（3） 所属組織 

（4） 委嘱年月日 

（5） 勤続年数 

（決 定） 

第４条 前条により推薦された者については、理事会で承認を得て決定する。 

（表 彰） 

第５条 表彰は、会長が評議員会において表彰状を授与する。ただし、記念品を加授することができる。 

（規程の変更） 

第６条 この規程の変更は、理事会の同意を得なければならない。 

 

附則 

この規程の運用に必要な細則は理事会で定める。 

平成１８年４月 １日より施行 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 

 

表 彰 規 程 細 則 

附則に基づき細則を次のように定める。 

１ 第２条の勤続年数は当該年度末にあたる３月３１日現在（基準日）で計算する。 

２ 第５条の表彰は、被表彰候補者が、退任及び死亡した場合もこれを認める。 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

旅 費 規 程 

（目 的） 

第１条 埼玉県スポーツ推進委員協議会（以下「協議会」という。）の職務に関して協議会・各委員会及

び協議会が別に定めた者の旅費に係わる経費に関して必要な事項を定める。 

（支給対象事業及び対象者） 

第２条 旅費に係わる経費の支給対象事業及び支給者は、別表‐１のとおりとする。 

  ２ 第１項以外に会長が必要と認めた場合には、この経費を認める。 

（支給経費） 

第３条 旅費に係わる経費の額については、県内、県外、の２種類とし支給額を定める。 

（1） 県内旅費の支給額 

① 開催地を拠点とし、距離により算出する。なお、距離と金額については、別表‐２のとお

りとする。 

② 旅費雑費として１日につき２００円とする。 

（2） 県外旅費の支給額 

  ① 支給額は実費とする。 

② 旅費雑費として１日につき２,４００円とする。 

  ２ 支給対象事業が同一日に複数ある場合には、１回限りの支給とする。但し、支給対象事業開催

地が異なる場合は、この限りでない。 

附則  平成１４年４月 １日より施行 

平成１７年７月３０日一部改正（平成１８年４月１日より施行） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 

令和 ５年５月２０日一部改正（令和５年６月１日より施行） 

別表‐１（支給対象事業） （支給対象者） 

全国スポーツ推進委員研究協議会 会長、会長が指名した者 

（社）全国スポーツ推進委員連合 理事会・総会 会長 

関東スポーツ推進委員研究大会 会長、会長が指名した者 

関東スポーツ推進委員協議会 理事会 会長、会長が指名した者 

埼玉県スポーツ推進委員協議会 理事会 理事 

埼玉県スポーツ推進委員協議会 執行部会 執行部会委員 

埼玉県スポーツ推進委員協議会 各委員会 各委員会委員 

埼玉県スポーツ推進委員協議会 主催事業 担当役員 

埼玉県スポーツ推進委員協議会 評議員会 理事、評議員 

生涯スポーツ体力つくり全国会議 会長が指名した者 

全国スポーツ推進委員リーダー養成講習会 会長が指名した者 

会長が認めた事業 会長が指名した者 

別表‐２  

２０ｋｍ未満      ５００円 

２０～４０ｋｍ未満   １,０００円 

４０～５０ｋｍ未満   １,５００円 

５０ｋｍ以上     ２,０００円 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

総務委員会規程 

（設 置） 

第１条 この規程は、埼玉県スポーツ推進委員協議会規約（以下「規約」という。）第１４条に基づき、

総務委員会（以下「委員会」という。）について必要な事項を定める。 

（目 的） 

第２条 委員会は、規約第３条の内容を円滑に行うため、次のことについて審議し、執行部会議の承認

を得てこれを処理する。 

（1） 事務局運営に関すること。 

（2） 予算立案、会計業務に関すること。 

（3） その他目的達成に必要な事項に関すること。 

（委員及び委員会の構成） 

第３条 委員は、規約第 14 条に基づき、各支部から男・女１名ずつ選出する。 

２ 委員の任期は、埼玉県スポーツ推進委員協議会役員の任期とする。 

３ 委員会は、委員・担当副会長・事務局長・会計をもって構成する。 

（職 務） 

第４条 委員会に委員長１名、副委員長若干名を置く。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 

  副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。 

３ 委員長、副委員長の選出は、委員の互選とする。 

４ 委員長は委員会を代表し、埼玉県スポーツ推進委員協議会の理事となる。 

（報 告） 

第５条 委員会の決定事項は、執行部会・理事会に報告し、承認を得るものとする。 

（会 議） 

第６条 委員会は、埼玉県スポーツ推進委員協議会会長が招集する。 

２ 委員会の議長は委員長が行う。 

（経 費） 

第７条 委員会の経費は、埼玉県スポーツ推進委員協議会が負担する。 

 

 

 

附則 

平成１５年５月３１日より施行 

平成１７年７月３０日一部改正（平成１８年４月１日より施行） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

事業・研修委員会規程 

（設 置） 

第１条 この規程は、埼玉県スポーツ推進委員協議会規約（以下「規約」という。）第１４条に基づき、

事業・研修委員会（以下「委員会」という。）について必要な事項を定める。 

（目 的） 

第２条 委員会は、規約第３条の内容を円滑に行うため、次のことについて審議し、執行部会議の承認

を得てこれを処理する。 

（1） スポーツ推進委員の資質の向上のため、各種研修の企画・運営に関すること。 

（2） スポーツの推進事業及び他団体との連携に関すること。 

（3） その他目的達成に必要な事項に関すること。 

（委員及び委員会の構成） 

第３条 委員は、規約第 14 条に基づき、各支部から男・女１名ずつ選出とする。 

２ 委員の任期は、埼玉県スポーツ推進委員協議会役員の任期とする。 

３ 委員会は委員・担当副会長をもって構成する。 

（職 務） 

第４条 委員会に委員長１名、副委員長若干名を置く。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 

  副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。 

３ 委員長、副委員長の選出は、委員の互選とする。 

４ 委員長は委員会を代表し、埼玉県スポーツ推進委員協議会の理事となる。 

（報 告） 

第５条 委員会の決定事項は、執行部会・理事会に報告し、承認を得るものとする。 

（会 議） 

第６条 委員会は、埼玉県スポーツ推進委員協議会会長が招集する。 

２ 委員会の議長は委員長が行う。 

（経 費） 

第７条 委員会の経費は、埼玉県スポーツ推進委員協議会が負担する。 

 

 

附則 

平成 ６年５月１４日より施行 

平成１５年５月３１日一部改正 

平成１７年７月３０日一部改正（平成１８年４月１日より施行） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

広報委員会規程 

（設 置） 

第１条 この規程は、埼玉県スポーツ推進委員協議会規約（以下「規約」という。）第１４条に基づき、

広報委員会（以下「委員会」という。）について必要な事項を定める。 

（目 的） 

第２条 委員会は、規約第３条の内容を円滑に行うため、次のことについて審議し、執行部会議の承認

を得てこれを処理する。 

（1）スポーツ推進委員活動に関する情報収集とスポーツ推進委員の資質の向上に関すること。 

（2）広報誌の編集発刊に関すること。 

（3）ホームページへの掲載資料収集に関すること。 

（4）各支部の各種研修会の資料収集に関すること。 

（5）その他目的達成に必要な事項に関すること。 

（委員及び委員会の構成） 

第３条 委員は、規約第１４条に基づき、各支部から男・女１名ずつ選出とする。 

２ 委員の任期は、埼玉県スポーツ推進委員協議会役員の任期とする。 

３ 委員会は、委員・担当副会長をもって構成する。 

（職 務） 

第４条 委員会に委員長１名、副委員長若干名を置く。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 

 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。 

３ 委員長、副委員長の選出は、委員の互選とする。 

４ 委員長は委員会を代表し、埼玉県スポーツ推進委員協議会の理事となる。 

（報 告） 

第５条 委員会の決定事項は、執行部会・理事会に報告し、承認を得るものとする。 

（会 議） 

第６条 委員会は、埼玉県スポーツ推進委員協議会会長が招集する。 

２ 委員会の議長は委員長が行う。 

（経 費） 

第７条 委員会の経費は、埼玉県スポーツ推進委員協議会が負担する。 

 

 

附則  

平成 ４年５月２０日より施行 

平成１５年５月３１日一部改正 

平成１７年７月３０日一部改正（平成１８年４月１日より施行） 

平成２４年４月 １日組織名称変更 

平成２４年５月２６日一部改正（平成２３年８月２４日スポーツ基本法の施行による体育指導委員の名称変更） 

平成３０年４月 １日一部改正 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会 

事務職員規程 

 

（配 置） 

第１条 この規程は、埼玉県スポーツ推進委員協議会（以下「協議会」という。）規約第９条に基づき、

事務職員について必要な事項を定める。 

 

 

（目的及び職務） 

第２条 事務職員は協議会の運営が円滑に行われるよう、次のことについて処理する。 

（1） 協議会の庶務事務に関すること。 

（2） 協議会規約第１０条の会議に関する準備と必要な資料を作成し、各種会議規程に基づき会議

に出席すること。 

（3） 協議会の会計処理を行う会計役員の事務補助を行うこと。 

（4） その他目的達成に必要な事項に関すること。 

 

（事務職員の選出） 

第３条 事務職員は協議会会長が委嘱する。 

   2 事務職員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

   3 事務職員を免ずるときは、執行部会に諮るものとする。 

 

（勤務日及び勤務時間及び賃金） 

第４条 勤務日及び勤務時間及び賃金は別途取り交わす、通知書のとおりとする。   

 

 

 

附則 

平成３０年４月 １日より施行 
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埼玉県スポーツ推進委員協議会備品管理規則 

 

（目的） 

第１条 埼玉県スポーツ推進委員協議会（以下「協議会」という。）は、協議会事業等の実施に伴い必要

とする物品の購入あるいは寄付を受けたときは、適正に管理しなければならない。 

 

 （管理対象物品） 

第２条 購入単価が 3 万円以上の物品（以下「備品」という。）を対象とする。 

  ２ 寄付を受けた物品については、その取得価格が３万円以上と判断したものについて対象とする。 

 

 （管理方法） 

第３条 協議会は、会長が備品管理者となり、その備品の管理にあたらなければならない。 

  ２ 備品管理は備品を管理するため備品管理台帳（以下「台帳」という。）を作成しなければならい。 

  ３ 台帳には、取得価格、取得年月日、数量、所在場所を明記しなければならない。 

  ４ 台帳の保管は５年間とする。 

  ５ 備品管理者は、毎年度一回台帳に基づきその実地確認を行い、評議員会に提出しなければなら

ない。 

  ６ 会長は、備品管理者を指名する者に委ねることができる。 

 

 （対象除外） 

第４条 会長は、明らかに備品としての機能を有しないと判断したときは、台帳から除外することがで

きる。 

 

 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月 １日から施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


